
111共同相続と可分債権

1 　はじめに

　民法898条は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属す

る」と規定している。この「共有」の解釈については、可分債権の問題を

中心として古くから議論されており、民法249条以下に定める共有と異な

ることはないという共有説が、民法制定以来の通説・判例となっている。

本稿の目的は、民法898条をめぐる議論の沿革と学説、可分債権一般、預
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金債権、さらに新しい問題として、国債や投信受益権などの金融資産をめ

ぐる判例を整理し、今日の課題を探求することである。

2 　民法898条における「共有」の意味（1）

　民法896条が「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した

一切の権利義務を承継する」と規定しているので、金銭債権等の可分債権

が一般に相続の対象となることは明らかである。単独相続の場合には特に

問題は生じないが、共同相続の場合には、遺産分割が行われるまで、可分

債権は共同相続人にどのように帰属し、また、遺産分割の対象になるのか

どうかが問題となる。それについては、898条の「共有」の法的性質の解

釈とも関連して議論されてきた。

（ 1）　議論の沿革

　1890（明治23）年に草案が完成し公布されたが、いわゆる民法典論争の

結果、1892（明治25）年に施行延期となった旧民法は、遺産相続について

も家督相続と同じく長子単独相続を採用したため、共同相続に該当する規

定は存在しない。1893（明治26）年に、穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の

3 名を起草委員として修正作業が開始され、1898（明治31）年に公布され

た明治民法では、家督相続は長子単独相続を採用し、遺産相続は共同相続

を採用した（民法旧1002条・1003条）。立法者は、遺産相続人による相続財

産の共有が、民法249条以下に定める共有と異なるものではないという立

場をとり、分割債権関係の原則を採用した。

　1927年に発表されたが、法典化されなかった相続法改正要綱第 7 は、

「遺産相続人数人アル場合ニ於テハ、相続債権者ハ相続財産ノ分割前ニ於

テ其ノ財産ニ対シ、権利ヲ行フモノトスルコト」という。性質上可分な債

権が分割債権であると解するならば、相続債権者が害されることになり、

反面、相続人が連帯債務を負うものとすれば、相続人は不利益になるとい
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う矛盾を是正するためにこの案が出された（2）。分割前の債権について不可

分債権に関する規定を類推適用する考え方が採用されたことになるが、こ

のことは、分割までは共同相続財産はひとつの目的財産を構成するという

考え方にたつものであり、合有説に一歩近づくものであると評価されてい

る。

　戦後の改正では、相続財産の共有および共同相続人の権利・義務の承継

に関する明治31年民法1002条・1003条については、修正されないまま現行

民法898条・899条となった。立案の過程では、さきの相続法改正要綱の流

れを汲み、「共同相続人は分割前に於ては共同してのみ相続財産を処分し

得るものとすること」「共同相続人は相続債権者に対して連帯して責に任

ずるものとすること」（3） などが提案されたが、立法化にはいたらなかっ

た。さらに分割の遡及効を定める旧法1012条（現行909条）に「但し、第三

者の権利を害することができない」というただし書が新設されたことは共

有説に有力な論拠を与えた。

（ 2）　学説

　民法施行以来、学説は、ほぼ立法趣旨を踏襲し、相続財産の共同所有は

物権編に定める共有と異なるものではないと考えた（4）。しかし、それに対

する疑問が債権・債務の「共有」についてもたれるようになる。また、物

権法において、共同所有関係が共有・合有・総有の三分法に整理され定着

した影響を受けて、相続法においても民法898条における「共有」の解釈

について共有か合有かという問題設定が広まったという見解や（5）、民法典

施行以来の共有説とドイツ法寄りの合有説に大別されて議論されるように

なったという見解（6） もある。それに対して、共有説か合有説かという抽

象的な議論ではなく、具体的問題にさいしては相続人がいかなる権利をも

つかを検討すべきであるとの反省がなされ（7）、最近では個別具体的な問題

に対して妥当な解決を探るスタイルが有力になったと言われている（8）

　共有説と合有説は、次のように整理することができる。共有説は、各共
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同相続人は、相続財産を構成する個々の財産上に物権的な共有持分を有

し、この共有は個人的共有であるから、遺産分割の前であっても各自は自

由に持分権を処分することができる。また、被相続人に属した可分の債権

債務についても、各共同相続人間で法定相続分に従い当然に分割帰属する

と解する。それに対して、合有説は、各共同相続人は、相続財産全体に対

して抽象的な割合的持分を有し、相続財産全体に対する持分としての相続

分は譲渡することができるが、相続財産を構成する個々の財産上に物権的

持分を有するものではないから、相続人がそれを処分することもできない

と説く。単なる個人的共有とせず、一種の財団的一体的処理をするのは、

多様な内容の遺産を散逸させたり解体せずに遺産分割のための目的財産と

してできるかぎりその一体性を保持しようとする政策的配慮が背景にある

と言われているが（9）、判例は、一貫して共有説を採用している。

　次に、相続財産を構成する財産のうち、性質上可分債権とされるものに

ついて検討する。

3 　可分債権一般（10）

（ 1）　学説

　金銭債権などの可分債権が相続財産の範囲に入ることについての異論は

ないが、相続人が複数存在する共同相続の場合、遺産分割までの間、それ

が共同相続人にどのように帰属するのかという問題については見解が分か

れる。

①　当然分割説─共有説

　民法898条にいう相続財産の「共有」を、民法249条以下の共有と解する

共有説は、金銭債権をはじめとする可分債権について、民法264条に定め

られる「所有権以外の財産権」となり、「法令に特別の定めがあるときは、

この限りではない」（同条ただし書）によって、民法第 3 編債権第 1 章第 3

節「多数当事者の債権及び債務」以下の規定が適用され、「各債権者又は
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各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」と規定

する民法427条により、各相続人の相続分に応じて当然に分割帰属し、遺

産分割の対象とはならないと解する。

②　当然分割否定説─（準）共有説

　相続財産の共同所有関係を所有権については共有、その他の財産権につ

いては準共有と解し、民法264条ただし書にいう「特別な定め」とは民法

427条ではなく、相続の問題については相続法の規定を優先的に適用すべ

きであるので、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属す

る」と規定する民法898条と「遺産の分割は、遺産に属する者又は権利の

種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他

の一切の事情を考慮してこれをする」と規定する906条が適用されるべき

であると解する。可分債権は法定相続分に応じて準共有されるが、その債

権の行使については民法427条以下ではなく、民法251条以下が適用され、

債権の消滅を伴う債権の行使は目的物の変更に当たるので、共同相続人全

員の同意が必要であると解する（11）。

③　合有説

　民法898条における「共有」を合有と解する立場によれば、相続財産は

遺産分割がなされるまでは包括的な財産を形成して共同相続人に帰属する

と解するので、個々の財産に対する持分を自由に処分することは許されな

いし、債権も共同相続人に不可分的に帰属し、遺産分割の対象に含まれる

ことになる。

（ 2）　判例

　この問題についてのリーディングケースは、最判昭和29年 4 月 8 日民集

8 巻 4 号819頁（12） である。事案は、次の通りである。原告（控訴人・被上

告人）X ら（A の妻と三人の子）の先代 A は、転売を受けた Y（被告、被控

訴人、上告人）が立木を契約よりも超過して伐採搬出したので、その損害

賠償を訴求中に死亡し、X らが訴訟手続を受継した。第一審は原告の請
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求を全部棄却したが、原審（名古屋高裁金沢支部）は、X らそれぞれの相

続分に応じて分割した額について、請求を認容した。Y は、遺産分割以

前においては、可分債権でもただちに分割されるものではないから、分割

支払を命じた原審は不法である、との理由で上告した。最高裁は、「相続

人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あると

きは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて

権利を承継するものと解するのを相当とするから、所論は採用できない」

と判示した。裁判所は、大審院時代から一貫して共有説に基づく当然分割

帰属説を採用しているが（13）、その後の判例もそれを踏襲している。

　相続財産たる不動産から生じる賃料債権の帰属と遺産分割について判示

した最判平成17年 9 月 8 日民集59巻 7 号1931頁（14）も重要である。事案は、

次の通りである。A が死亡し、その法定相続人は、妻 X（原告・被控訴

人・被上告人）と子である Y（被告・控訴人・上告人）、B、C、D である。

A の遺産には、複数の不動産（以下「本件不動産」という）があり、XY を

含む全相続人は、本件不動産から生ずる賃料債権につき、遺産分割により

本件各不動産の帰属が確定した時点で清算することとし、それまでの期間

に支払われる賃料等を管理するための銀行口座を開設し、本件各不動産の

賃借人らに賃料を振り込ませ、また、その管理費等を本件口座から支出し

てきた。大阪高裁決定において、平成12年 2 月 3 日、遺産分割が行われ、

本件不動産の帰属が確定した。本件口座の残金の清算方法について、X

と Y らとの間に紛争が生じ、X は、本件各不動産から生じた賃料債権は、

相続開始の時に遡って、本件遺産分割決定により本件各不動産を取得した

各相続人にそれぞれ帰属するものとして分配額を算定すべきであると主張

し、Y らは、本件各不動産から生じた賃料債権は、本件遺産分割決定確

定の日までは法定相続分に従って各相続人に帰属し、本件遺産分割決定確

定の日の翌日から本件各不動産を取得した各相続人に帰属するものとして

分配額を算定すべきであると主張した。X と Y らは、本件口座の残金に

つき、各自が取得することに争いのない金額の範囲で分配し、争いのある
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金員を Y が保管し、その帰属を訴訟で確定することに合意した。そこで、

X が、Y に対し、X 主張の計算方法によれば、保管金は X の取得すべき

ものであると主張し、上記合意に基づき、保管金および遅延損害金の支払

を求めて、訴えを提起した。原審は、「遺産から生じた法定果実は、それ

自体は遺産ではないが、遺産の所有権が帰属する者にその果実を取得する

権利も帰属するのであるから、遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼ

る以上、遺産分割によって特定の財産を取得した者は、相続開始後に当該

財産から生ずる法定果実を取得することができる。そうすると、本件各不

動産から生じた賃料債権は、相続開始の時にさかのぼって、本件遺産分割

決定により本件各不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとし

て本件口座の残金を分配すべきである。これによれば、本件保管金は、X

が取得すべきものである」と判示した。そこで、Y より上告。

　最高裁は、次のように判示して、原判決を破棄し差し戻した。「遺産は、

相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の

共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理

した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべき

であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的

に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は，相続開始の時にさ

かのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に

応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後に

された遺産分割の影響を受けないものというべきである。

　したがって、相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件

各不動産から生じた賃料債権は、被上告人及び上告人らがその相続分に応

じて分割単独債権として取得したものであり、本件口座の残金は，これを

前提として清算されるべきである。」

　本判決は、遺産に属する不動産の賃料債権について、賃料債権は遺産分

割の対象とならず、各共同相続人が相続分に応じて分割債権として確定的

に取得し、後になされた遺産分割の影響を受けないと判示したものであ
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る。

（ 3）　立法の動向

　民法（相続関係）部会第13回（平成28年 6 月21日開催）において、「民法

（相続関係）等の改正に関する中間試案」が取りまとめられた。中間試案

では、甲案と乙案の二つの案が提示された。

　甲案（可分債権は相続の開始により当然に分割されることを前提としつつ、

これを遺産分割の対象に含める考え方）

①　預貯金債権等の可分債権（注 1 ）を遺産分割の対象に含めるものとす

る。

②　相続の開始により可分債権は法定相続分に応じて分割承継され、各相

続人は、原則として、遺産分割前でも、分割された債権を行使することが

できるものとする。

③　遺産分割において各相続人の具体的相続分を算定する際には、可分債

権の相続開始時の金額を相続財産の額に含めるものとする。

④　相続開始後遺産分割終了時までの間に、可分債権の弁済を受けた相続

人については、その弁済を受けた金額を具体的相続分から控除するものと

する。

⑤　相続人が遺産分割前に弁済を受けた額がその具体的相続分を超過する

場合には、遺産分割において、その超過額につきその相続人に金銭支払債

務を負担させるものとする。

⑥　相続人が遺産分割により法定相続分を超える割合の可分債権を取得し

た場合には，その相続人は、その法定相続分を超える部分の取得について

は、対抗要件を備えなければ、債務者その他の第三者に対抗することがで

きないものとする。

⑦　⑥の対抗要件は、次に掲げる場合に具備されるものとする。

　 ㋐　相続人全員が相続人の範囲を明らかにする書面を示して債務者に通
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知をした場合

　 ㋑　相続人の一人が次のⅰ及びⅱに掲げる場合に応じ、それぞれその後

段に定める書類を示して債務者に通知をしたとき。

　　 ⅰ　調停又は審判により遺産分割がされた場合 調停調書又は確定し

た審判書の謄本

　　 ⅱ　遺産分割協議が調った場合 遺産分割協議の内容及び相続人の範

囲を明らかにする書面

　㋒　 債務者が⑥の相続人に対して承諾をした場合

⑧　⑦の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務

者以外の第三者に対抗することができないものとする。

⑨　相続人は、その相続分を保全するため必要があるときは、家庭裁判所

に対し、遺産に属する可分債権の行使を禁止する仮処分を求めることがで

きるものとする（注 2 ）。

（注 1 ）　預貯金債権以外の可分債権、例えば不法行為に基づく損害賠償請

求権についても遺産分割の対象に含めるか否かについては、なお検討す

る。

（注 2 ）　この場合には，遺産分割の審判又は調停の申立てをすることなく

保全処分の申立てを認めること（いわゆる本案係属要件を不要とすること）

も併せて検討することを想定している。

　乙案（可分債権を遺産分割の対象に含めることとし、かつ、遺産分割が終了

するまでの間、可分債権の行使を禁止する考え方）

①　預貯金債権等の可分債権（注 1 ）を遺産分割の対象に含めるものとす

る。

②　相続人は、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がある

場合を除き、原則として、可分債権を行使することができないものとする

（注 2 ）。

③　甲案の③から⑧までと同じ。
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（注 1 ）　甲案の（注 1 ）に同じ。

（注 2 ）　相続人全員の同意がある場合以外に、相続人に遺産分割前の権利

行使を認める方策については、なお検討する。この点については、例え

ば、㋐各預金口座の相続開始時の残高（一口座当たりの上限を設けることが

考えられる。）に一定割合を乗じた額に満つるまでは、相続人に権利行使を

認めるものとすることや、㋑現行の審判前の保全処分（仮分割や遺産管理

人の選任等）について、その特則を設け，発令要件を緩和するなどの措置

を講ずること等が考えられる。

　甲案は、可分債権は当然分割としつつ、遺産分割の対象と認めるもので

あり、従来の通説である共有説に近い。乙案は、可分債権を分割の対象に

含めつつ、遺産分割が終了するまでの可分債権の行使を禁止する考え方で

あり、共有説とは異なる考え方である。

4 　預金債権

（ 1）　預金債権と現金

　預金債権の発生原因である預金契約は、銀行を受寄者とする金銭の消費

寄託契約であり、要物契約である（民法666条 1 項）。預金者が銀行に金銭

の保管を託し、銀行は預金者が保管を託した金銭を消費することができ、

預金者に同種・同額の金銭を返還することを約する契約である。預金債権

は、その返還の方法・期限等によって普通預金、定期預金、積立定期預金

等数種類の預金がある（15）。一般の銀行を受寄者とする金銭の消費貸借の

うちの典型的なものの一つが普通預金であり、それは預金者がいつでも返

還を請求できる預金である。当座預金と異なり、通常、預金の預入れ、払

戻しが反復してなされるところから通帳が使用されている（16）。

　従来、最高裁が預金債権を可分債権として共有説に基づく当然分割帰属

説を採用したのに対し、現金については遺産分割前に分割することはでき
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ないと判示したことにより、学説においても両判決の均衡について議論さ

れた。

　相続財産中の預金債権が、共同相続人にどのように帰属するかについて

は、最判平16年 4 月20日家月56巻10号48頁（17） がある。被相続人 A の共同

相続人の 1 人 Y がその相続分を超えて債権を行使して郵便貯金を解約し

たうえで郵便局から貯金全額の払戻を受けたので、他の相続人である X

が自身の相続分相当額の返還を求めたものである。最高裁は、前述の共有

説に基づく当然分割帰属説を採用した最判昭和29年 4 月 8 日を引用し、

「共同相続人の 1 人が、相続財産中の可分債権につき、法律上の権限なく

自己の債権となった分以外の債権を行使した場合に、当該権利行使は、当

該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから、その侵

害を受けた共同相続人は、その侵害をした共同相続人に対して不法行為に

基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる」と判示した。

　それに対するのが、相続財産中の現金に関する最判平成 4 年 4 月10日家

月44巻 8 号16頁（18） である。事案は、次の通りである。被相続人 A は、現

金6000万円以上を保有したまま死亡した。共同相続人の 1 人である Y は、

これを「A 遺産管理人 Y」名義で通知預金にして保管していた。遺産分

割協議は成立していないが、X ら他の共同相続人 4 名は、Y に対して、

それぞれの法定相続分に応じた金銭支払いを Y に対して請求し、本件訴

えを提起した。

　原審（東京高判昭和63年12月21日）は、「現金は、被相続人の死亡により

他の動産、不動産とともに相続人らの共有財産となり、相続人らは被相続

人の総財産（遺産）の上に法定相続分に応じた持分権を取得するだけであ

って、債権のように相続人らにおいて相続分に応じて分割された額を当然

に承継するものではないから、X らの自ら認めるとおり相続人らの間で

いまだ遺産分割の協議が成立していない以上、X らは、本件現金（たと

え、相続開始後現金が金融機関に預けられ債権化されても、相続開始時にさか

のぼって金銭債権となるものではない。）に関し、法定相続分に応じた金員
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の引渡しを求めることはできない」として X らの請求を棄却した。そこ

で、X らが上告。原判決の立場は金銭債権は当然に分割されるとする判

例理論と均衡を失するものであること、また、金銭は他の動産と異なり、

それ自体を利用するものでない点で特殊な動産であり、預金債権と同視す

ることもできるので分割して帰属すると解することができる、と主張す

る。

　それに対して、最高裁は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開

始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自

己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相

当である。…… X らの本訴請求を失当であるとした原審の判断は正当で

あって、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない」

と判示した。

（ 2）　預金取引経過開示請求権

　金融機関は、預金者の相続開始後、一部の相続人から、被相続人預金に

係る取引履歴の開示を求められることが多く、その理由として以下の点が

あげられている（19）。遺産分割協議に際し、相続人が相続する預金におけ

る取引内容を知りたいという場合に加え、相続紛争に備え、被相続人の生

前の入出金情報を手掛かりとして、①特別受益や寄与分の主張のため、被

相続人の預金から特定の相続人に対する振込や入出金を確認、②相続開始

前後にキャッシュカード等を被相続人に代わり管理している者が他の相続

人の同意なく払戻しを行った疑いがある場合に、その者への不当利得返還

を請求するため、③遺言がある場合に、自己の遺留分減殺請求権行使の可

能性を検討するため、④高齢となった被相続人生前の預金取引について意

思能力や遺言能力に疑義があるため、その事実探知や証拠の取得を目的す

るというものである。

　取引経過開示請求権については、最判平成21年 1 月22日民集63巻 1 号

228頁がある。事案は、X（原告、控訴人、被上告人）の父 A と母 B は生前
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に信用金庫 Y（被告、被控訴人、上告人）に普通預金口座と定期預金口座

を有していたが、A と B が相次いで死亡した。共同相続人の 1 人である

X が単独で預金口座の取引経過の開示を Y に求めたが、Y は、他の共同

相続人全員の同意がないとしてこれに応じなかった。第 1 審は、X の請

求を棄却したのに対し、原審（東京高判平成19年 8 月29日）は X の請求を

認容した。

　最高裁は、次のような理由を述べて、原審の結論を支持した。「預金契

約は、預金者が金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関は預金者に同

種、同額の金銭を返還する義務を負うことを内容とするものであるから、

消費寄託の性質を有するものである。しかし、預金契約に基づいて金融機

関の処理すべき事務には、預金の返還だけでなく、振込入金の受入れ、各

種料金の自動支払、利息の入金、定期預金の自動継続処理等、委任事務な

いし準委任事務（以下『委任事務等』という。）の性質を有するものも多く

含まれている。委任契約や準委任契約においては、受任者は委任者の求め

に応じて委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負うが（民法645条，

656条）、これは，委任者にとって、委任事務等の処理状況を正確に把握す

るとともに、受任者の事務処理の適切さについて判断するためには、受任

者から適宜上記報告を受けることが必要不可欠であるためと解される。こ

のことは預金契約において金融機関が処理すべき事務についても同様であ

り、預金口座の取引経過は、預金契約に基づく金融機関の事務処理を反映

したものであるから、預金者にとって、その開示を受けることが、預金の

増減とその原因等について正確に把握するとともに、金融機関の事務処理

の適切さについて判断するために必要不可欠であるということができる。

したがって、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金

口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そし

て、預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を

相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属

する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取
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引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる（同法264条，

252条ただし書）というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないこと

は上記権利行使を妨げる理由となるものではない。上告人は、共同相続人

の一人に被相続人名義の預金口座の取引経過を開示することが預金者のプ

ライバシーを侵害し、金融機関の守秘義務に違反すると主張するが、開示

の相手方が共同相続人にとどまる限り、そのような問題が生ずる余地はな

いというべきである。なお、開示請求の態様、開示を求める対象ないし範

囲等によっては、預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許

されない場合があると考えられるが、被上告人の本訴請求について権利の

濫用に当たるような事情はうかがわれない。」

　この判決の重要な点は、二つある。第一に、預金契約は、消費寄託に加

え、委任契約ないし準委任契約の性質も含まれているという性質を明確に

したことである。そのうち、委任契約は、委任者の死亡により終了（民法

653条）するのが原則であるが、終了させない合意は有効であり（最判平成

4 年 9 月22日金法1358号55頁）、応急善処義務（民法654条）もあるが、金融

機関は、実務上、預金者の死亡を知った場合、入出金を中止し、相続手続

において解約誘導することになっている（20）。第二に、取引開示請求権を

単独行使することができる根拠として、共同相続人全員に預金契約上の地

位が帰属することを明確にしたことである。民法896条は、「相続人は、相

続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。た

だし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定し、包

括承継の原則を採用しているので、所有権をはじめとする物権のほか、債

権、債務、無体財産権、その他財産法上の法的地位といえるものであれば

一身に専属するもの以外は、全て包括的に相続の対象となる（21）。

（ 3）　定額郵便貯金

　従来、預金債権の種別について論じられることはなかったが今後は種別

に応じた検討が必要であると指摘されている（22）。最判平成22年10月 8 日
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判時2098号51頁（23） は、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求

める訴えについて、確認の利益を認めた。事案は以下の通りである。被相

続人亡 A の法定相続人は、Y ら 2 名（被告・控訴人・上告人）および X ら

3 名（原告・被控訴人・被上告人）である。相続人間で A の遺産の範囲に

ついて争いが生じ、遺産分割調停が取り下げで終了した後、不動産、預貯

金、現金が A の遺産に属することの確認を求めたのが本件である。原審

は、本件定額貯金債権が遺産に属するものとして、X らの請求を認容し

た。

　最高裁は、次のような理由を述べて、債権関係については、Y の上告

を棄却した。「郵便貯金法は、定額郵便貯金につき、一定の据置期間を定

め、分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定

め（ 7 条 1 項 3 号）、預入金額も一定の金額に限定している（同条 2 項，郵

便貯金規則83条の11）。同法が定額郵便貯金を上記のような制限の下に預け

入れられる貯金として定める趣旨は、多数の預金者を対象とした大量の事

務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、預入金額を一定額に限定し、

貯金の管理を容易にして、定額郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図

ることにある。ところが、定額郵便貯金債権が相続により分割されると解

すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じ

かねず、定額郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反

する。他方、同債権が相続により分割されると解したとしても、同債権に

は上記条件が付されている以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求

めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないのであるから、そのよう

に解する意義は乏しい。これらの点にかんがみれば、同法は同債権の分割

を許容するものではなく、同債権は、その預金者が死亡したからといっ

て、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものと

いうべきである。そうであれば、同債権の最終的な帰属は、遺産分割の手

続において決せられるべきことになるのであるから、遺産分割の前提問題

として、民事訴訟の手続において、同債権が遺産に属するか否かを決する
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必要性も認められるというべきである。そうすると、共同相続人間におい

て、定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める

訴えについては、その帰属に争いがある限り、確認の利益があるというべ

きである。」

　「前記事実関係によれば、本件訴えのうち、本件債権が A の遺産に属す

ることの確認を求める部分については確認の利益があるというべきであ

る。同部分につき確認の利益を認めた原審の判断は、結論において是認す

ることができる。所論引用の判例（最高裁昭和27年（オ）第1119号同29年 4

月 8 日第一小法廷判決・民集 8 巻 4 号819頁）は、本件に適切でない。論旨は

採用することができない。」

　この判決には、二つの意義がある。第一は、定額郵便貯金債権の法的性

質を明確にしたことである。定額郵便貯金とは、昭和22（1947）年に制定

され、平成19（2007）年に廃止された旧郵便貯金法（昭和22年法律144号）

の定める郵便貯金の一種であり「一定の据置期間を定め、分割払戻しをし

ない条件で一定の金額を一時に預入するもの」（郵便貯金法 7 条 1 項 3 号）

と定義されている。Y は、定額郵便貯金債権を可分債権であるとして、

前述した最高裁昭和29年 4 月 8 日の判決を引用して、法律上当然に分割さ

れると主張して上告したが、最高裁は、同債権には旧郵便貯金法上条件が

付されているので分割を許容することはできないと判示した。第二は、定

額郵便貯金債権が遺産分割の対象となり、その帰属に争いがある限り、確

認の利益があることを示したことである。

5 　投信受益権・国債・株式の相続

　高齢者、特に団塊の世代の退職金の受皿として投資信託が期待されてお

り、高齢者が投資信託に強い関心を持っているので、今日、国債や投資信

託などの金融資産と相続の問題が注目されている（24）。

　この問題に関する最高裁判所の判決が二つある。
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　まず、最判平成26年 2 月25日民集68巻 2 号173頁（25） であるが、その事案

は、次の通りである。本件の当事者は、亡 A の子 X1、X2、X3（原告・被

控訴人・上告人）と Y（被告、控訴人、被上告人） 4 名であり、法定相続分、

各 4 分の 1 であった。A の死亡後、遺産分割協議がまとまらなかったの

で、遺産分割審判により、A が生前有していた株式、投資信託受益権お

よび個人向け国債という三種の金融資産について X らおよび Y が各持分

4 分の 1 の割合で共有することが確定した。本件は、その共有物の分割請

求事件である。

　最高裁は、まず、株式（26） について、「株式は、株主たる資格において会

社に対して有する法律上の地位を意味し、株主は、株主たる地位に基づい

て、剰余金の配当を受ける権利（会社法105条 1 項 1 号）、残余財産の分配

を受ける権利（同項 2 号）などのいわゆる自益権と、株主総会における議

決権（同項 3 号）などのいわゆる共益権とを有するのであって（最高裁昭

和42年（オ）第1466号同45年 7 月15日大法廷判決・民集24巻 7 号804頁参照）、

このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続され

た株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

ものというべきである（最高裁昭和42年（オ）第867号同45年 1 月22日第一小

法廷判決・民集24巻 1 号 1 頁等参照）」と判示する。

　次に、投資信託受益権については、「本件投信受益権のうち、本件有価

証券目録記載 3 及び 4 の投資信託受益権は、委託者指図型投資信託（投資

信託及び投資法人に関する法律 2 条 1 項）に係る信託契約に基づく受益権で

あるところ、この投資信託受益権は、口数を単位とするものであって、そ

の内容として、法令上、償還金請求権及び収益分配請求権（同法 6 条 3 項）

という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写

の請求権（同法15条 2 項）等の委託者に対する監督的機能を有する権利が

規定されており、可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。

このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせ

ば、共同相続された上記投資信託受益権は、相続開始と同時に当然に相続
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分に応じて分割されることはないものというべきである。また，本件投信

受益権のうち、本件有価証券目録記載 5 の投資信託受益権は、外国投資信

託に係る信託契約に基づく受益権であるところ、外国投資信託は、外国に

おいて外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもので

あり（投資信託及び投資法人に関する法律 2 条22項）、上記投資信託受益権の

内容は、必ずしも明らかではない。しかし、外国投資信託が同法に基づき

設定される投資信託に類するものであることからすれば、上記投資信託受

益権についても、委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく受益権と

同様、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないもの

とする余地が十分にあるというべきである」とする。

　国債については、次のように判示する。「本件国債は、個人向け国債の

発行等に関する省令 2 条に規定する個人向け国債であるところ、個人向け

国債の額面金額の最低額は 1 万円とされ、その権利の帰属を定めることと

なる社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は

記録は、上記最低額の整数倍の金額によるものとされており（同令 3 条）、

取扱機関の買取りにより行われる個人向け国債の中途換金（同令 6 条）

も、上記金額を基準として行われるものと解される。そうすると、個人向

け国債は、法令上、一定額をもって権利の単位が定められ、 1 単位未満で

の権利行使が予定されていないものというべきであり、このような個人向

け国債の内容及び性質に照らせば、共同相続された個人向け国債は、相続

開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべき

である。」

　このように、最高裁は、株式、国債、投資信託受益権は、相続分に応じ

て当然分割されないという判断を示した。

　また、最判平成26年12月12日判時2251号35頁・判タ1410号66頁（27） の事

案は次の通りである。平成 8 年10月に死亡した訴外 A の法定相続人は、

X（原告・控訴人・上告人）を含めて 3 名であり、法定相続分は各 3 分の 1

である。平成 8 年11月から平成10年 9 月までの間に発生した本件投資信託
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の収益分配金および平成16年に発生した本件投資信託の元本償還金は、B

または B を吸収合併した Y 会社（被告・被控訴人・被上告人）の亡 A 名義

の口座に預り金として入金された。X は、Y に対し、本件預り金の 3 分

の 1 に当たる金員を求めて本件訴訟を提起した。

　最高裁は、次のような理由を述べて、X の請求を棄却した。「本件投信

受益権は、委託者指図型投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律 2 条

1 項）に係る信託契約に基づく受益権であるところ、共同相続された委託

者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分

割されることはないものというべきである（最高裁平成23年（受）第2250号

同26年 2 月25日第三小法廷判決・民集68巻 2 号173頁参照）。そして，元本償還

金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するもの

であるから、共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金

又は収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社にお

ける被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求め

る債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の 1 人

は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求する

ことができないというべきである。」

　最判平成26年12月12日判決は、前述した最判26年 2 月25日を前提として

いるが、注目すべきは、委託者指図型投資信託受益権から発生した元本償

還金や収益分配金が発生し、それが預り金として受益権の販売会社におけ

る被相続人名義の口座に入金された場合にも、当然分割とはならないとし

ていることである。これは、相続財産たる不動産から生じる賃料債権は遺

産分割の対象とならず、各共同相続人が相続分に応じて分割債権として取

得すると判示した最判平成17年 9 月 8 日（前述）との均衡が問題となる。

6 　おわりに

　明治民法においては、家督相続と遺産相続の二つの制度が存在し、その
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うち単独相続である家督相続が中心で、重要な相続財産も不動産であっ

た。戦後、家督相続は廃止され、遺産相続のみとなり、共同相続が行われ

ることが多くなる。また、高齢社会が到来し、団塊の世代の資産運用が注

目される中、金融制度改革も行われ、投資対象や手法が多様化し（28）、可

分債権の概念を整理し直す必要が生じている（29）。また、相続財産が当然

分割になる範囲を限定的に解し、その権利行使を制限する必要も生じてい

る（30）。金銭債権については、遺産分割の対象とすることが実質的に適切

という見解もあり（31）、法制審議会でもその方向で中間試案がまとめられ

ている。

　明治民法施行以来、民法898条における「共有」の概念について、学

説・判例は共有説を維持してきたが、相続法の改革に際しては、現代にお

ける個人資産の状況に適合した法制度が求められる。
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